
平成31年 №36 

○東京学芸大学基金管理運営規程等の一部を改正する規程 

○東京学芸大学事務情報化推進規則等の一部を改正する規則 

○国立大学法人東京学芸大学余裕金運用管理細則等の一部を改正する細則 

○国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項等の一部を改正する要項 

○国立大学法人東京学芸大学謝金支給基準等の一部を改正する基準 

○国立大学法人東京学芸大学事務系職員の弔意に関する申合せの一部を改正する申

合せ 

○東京学芸大学芸術館運営委員会内規の一部を改正する内規 

○東京学芸大学競争的資金に係る「間接経費」の取扱いについて等の一部を改正す

る取扱い 

○競争参加資格等審査委員会要領の一部を改正する要領 

 

改正理由 

  事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

 

承認経過 

  事務組織の再編に伴う形式的な改正であるため，学長決裁により処理し，関係

審議機関には報告事項とする。 

 

 

 

 



東京学芸大学基金管理運営規程等の一部を改正する規程を次のように制定する。 

 

  平成31年４月26日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          出 口 利 定 

 

平成31年規程第29号 

   東京学芸大学基金管理運営規程等の一部を改正する規程 

  

次に掲げる規程の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正す

る。 

 

(1) 東京学芸大学基金管理運営規程（平成24年規程第８号） 

(2) 国立大学法人東京学芸大学寄附金取扱規程（昭和61年規程第２号） 

(3) 国立大学法人東京学芸大学会計規程（平成16年規程第43号） 

 (4) 東京学芸大学有害廃棄物処理施設規程（昭和58年規程第２号） 

 (5) 東京学芸大学学芸の森環境機構規程（平成18年規程第22号） 

(6) 東京学芸大学環境安全委員会規程（平成20年規程第６号） 

(7) 国立大学法人東京学芸大学施設整備会議規程（平成25年規程第18号） 

(8) 東京学芸大学学術情報委員会規程（平成20年規程第５号） 

 (9) 東京学芸大学リポジトリ規程（平成20年規程第33号） 

(10)東京学芸大学大学史資料室規程（平成24年規則第18号） 

(11)東京学芸大学ＩＣＴセンター規程（平成元年規程第６号） 

(12)東京学芸大学環境教育研究センター規程（平成６年規則第13号） 

(13)東京学芸大学次世代教育研究センター規程（平成12年規程第６号） 

(14)東京学芸大学理科教員高度支援センター規程（平成23年規程第22号） 

(15)東京学芸大学教員養成開発連携センター規程（平成25年規則第22号） 

(16)東京学芸大学センター機構運営規程（平成31年規程第12号） 

(17)東京学芸大学大学機能強化センター機構規程（平成31年規程第13号） 

(18)東京学芸大学現職教員支援センター機構規程（平成31年規程第14号） 

(19)東京学芸大学現職教員支援センター機構ＥＳＤ／グローバル教育支援センタ

ーユニット規程（平成31年規程第16号） 

(20)東京学芸大学体育施設運営委員会規程（昭和41年規程第15号） 

(21)東京学芸大学選挙規程（昭和42年規程第３号） 

(22)東京学芸大学放射性同位元素総合実験施設規程（昭和59年規程第４号） 

(23)東京学芸大学研究倫理規程（平成15年規程第４号） 

(24)国立大学法人東京学芸大学職務発明規程（平成16年規程第18号） 



(25)東京学芸大学利益相反会議規程（平成24年規程第19号） 



東京学芸大学事務情報化推進規則等の一部を改正する規則を次のように制定する。 

 

  平成31年４月26日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          出 口 利 定 

 

平成31年規則第５号 

   東京学芸大学事務情報化推進規則等の一部を改正する規則 

  

 

次に掲げる規則の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正す

る。 

 

(1) 東京学芸大学事務情報化推進規則（平成９年規則第９号） 

(2) 東京学芸大学パソコンリーダー規則（平成11年規則第７号） 

(3) 東京学芸大学警務員服務規則（昭和42年規則第４号） 

(4) 東京学芸大学教職員福利厚生施設使用規則（平成５年規則第２号） 

(5) 国立大学法人東京学芸大学予算決算及び出納事務取扱規則（平成16年規則第

29号） 

(6) 国立大学法人東京学芸大学余裕金運用管理規則（平成30年規則第25号） 

(7) 国立大学法人東京学芸大学契約事務取扱規則（平成16年規則第35号） 

 



国立大学法人東京学芸大学余裕金運用管理細則等の一部を改正する細則を次のよ

うに制定する。 

 

  平成31年４月26日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          出 口 利 定 

 

平成31年細則第４号 

  国立大学法人東京学芸大学余裕金運用管理細則等の一部を改正する細則 

  

 

次に掲げる細則の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正す

る。 

 

(1) 国立大学法人東京学芸大学余裕金運用管理細則（平成30年細則第４号） 

(2) 国立大学法人東京学芸大学物品管理事務取扱実施細則（平成16年細則第12

号） 

(3) 国立大学法人東京学芸大学旅費細則（平成16年細則第13号） 

(4) 国立大学法人東京学芸大学契約事務取扱細則（平成16年細則第14号） 

 



国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項等の一部を改正する要項を次のよう

に制定する。 

 

  平成31年４月26日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          出 口 利 定 

 

   国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項等の一部を改正する要項 

 

 

 次に掲げる要項の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正す

る。 

 

(1) 国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項（昭和51年１月10日制定） 

(2) 東京学芸大学学校図書館運営専門委員会要項（平成19年２月７日制定） 

(3) 東京学芸大学附属図書館報発行要項（昭和50年８月18日制定） 

(4) 東京学芸大学リポジトリ管理運営要項（平成20年４月24日制定） 

(5) 国立大学法人東京学芸大学教育研究評議会予算専門委員会要項（平成16年４

月１日制定） 

(6) 国立大学法人東京学芸大学施設等使用許可事務取扱要項（平成16年４月１日

制定） 

(7) 国立大学法人東京学芸大学宿舎貸与者等の選定等に関する取扱要項（平成16

年４月１日制定） 

(8) 国立大学法人東京学芸大学債権管理事務要項（平成16年４月１日制定） 

(9) 国立大学法人東京学芸大学固定資産の減損に係る取扱要項（平成18年４月１

日制定） 

(10)東京学芸大学自動車入構要項（平成23年７月７日制定） 

(11)国立大学法人東京学芸大学資金運用管理委員会要項（平成30年11月８日制

定） 

(12)国立大学法人東京学芸大学金庫管守要項（平成16年４月１日制定） 

(13)国立大学法人東京学芸大学における特定調達契約相談担当者の職位及び事務

の範囲に関する要項（平成16年４月１日制定） 

(14)国立大学法人東京学芸大学指名競争参加者の指名審査委員の職位及び事務の

範囲に関する要項（平成16年４月１日制定） 

(15)国立大学法人東京学芸大学指名競争参加者の指名審査委員の指定に関する要

項（平成16年４月１日制定） 

(16)国立大学法人東京学芸大学収入金収納事務取扱要項（平成 16 年４月１日制

定） 

(17)国立大学法人東京学芸大学預り金事務取扱要項（平成21年３月19日制定） 

(18) 国立大学法人東京学芸大学電子入札システム官職証明書取扱要項（平成19年

３月30日制定） 



(19)国立大学法人東京学芸大学総合評価審査委員会設置要項（平成19年11月１日

制定） 

(20)国立大学法人東京学芸大学PPP/PFI手法導入優先的検討要項（平成29年３月15

日制定） 

(21)東京学芸大学大学教員研究専念制度実施要項（平成16年12月２日制定） 

(22)学芸大・みずほＦＧ共同研究プロジェクト設置要項（平成18年４月６日制

定） 

(23)国立大学法人東京学芸大学大学連携研究設備ネットワーク登録設備利用要項

（平成22年３月31日制定） 

(24)国立大学法人東京学芸大学会計監査人候補者選定委員会要項（平成21年２月

５日制定） 



国立大学法人東京学芸大学謝金支給基準等の一部を改正する基準を次のように制

定する。 

 

  平成31年４月26日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          出 口 利 定 

 

   国立大学法人東京学芸大学謝金支給基準等の一部を改正する基準 

 

 次に掲げる基準の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正す

る。 

 

(1) 国立大学法人東京学芸大学謝金支給基準（平成16年４月１日制定） 

(2) 国立大学法人東京学芸大学乗用自動車雇上契約に係るタクシー利用基準（平

成16年４月１日制定） 

(3) 国立大学法人東京学芸大学公務外出実費支給基準（平成16年４月１日制定） 

(4) 国立大学法人東京学芸大学会議費支出基準（平成25年12月19日制定） 

 



国立大学法人東京学芸大学事務系職員の弔意に関する申合せの一部を改正する申

合せを次のように制定する。 

 

  平成31年４月26日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          出 口 利 定 

 

 

国立大学法人東京学芸大学事務系職員の弔意に関する申合せの一部を改正

する申合せ 

  

 国立大学法人東京学芸大学事務系職員の弔意に関する申合せ（平成９年４月１日

制定）の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 



東京学芸大学芸術館運営委員会内規等の一部を改正する内規を次のように制定す

る。 

 

  平成31年４月26日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          出 口 利 定 

 

 

東京学芸大学芸術館運営委員会内規等の一部を改正する内規 

  

 次に掲げる基準の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正す

る。 

 

(1) 東京学芸大学芸術館運営委員会内規（平成11年10月７日制定） 

(2) ハイム学芸の集会室の使用に関する内規（平成19年12月10日制定） 

 



東京学芸大学における競争的資金に係る「間接経費」の取扱いについて等の一部

を改正する取扱いを次のように制定する。 

 

  平成31年４月26日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          出 口 利 定 

 

 

東京学芸大学における競争的資金に係る「間接経費」の取扱いについての

一部を改正する取扱い 

  

 次に掲げる取扱いの一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正

する。 

 

(1) 東京学芸大学における競争的資金に係る「間接経費」の取扱いについて（平

成13年12月12日制定） 

(2) 不用物品の売払等の取扱い（平成16年４月１日制定） 

 



競争参加資格等審査委員会要領の一部を改正する要領を次のように制定する。 

 

  平成31年４月26日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          出 口 利 定 

 

 

競争参加資格等審査委員会要領の一部を改正する要領 

  

 競争参加資格等審査委員会要領（平成16年４月１日制定）の一部について，別紙

新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

  

  



東京学芸大学基金管理運営規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改   正 現   行 

 

   〔省略〕 

    

（東京学芸大学基金会議） 

第８条 基金の管理運営に関する次の事項を審議するため，国立大学法人東京学芸

大学基金会議（以下「基金会議」という。）を置く。 

(1)～(5) 〔省略〕 

２ 基金会議の委員は，次の者で構成する。 

(1) 学長 

(2) 理事 

(3) 副学長 

(4) 事務局長 

(5) 総務部長 

(6) 財務・研究推進部長 

(7) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名 

 

   〔省略〕 

    

（資金管理） 

第１２条 資金管理については，次のとおりとする。 

 (1) 基金に専用の口座を設ける。 

 (2) 会計は，財務・研究推進部財務課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は、平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

    

（東京学芸大学基金会議） 

第８条 基金の管理運営に関する次の事項を審議するため，国立大学法人東京学芸

大学基金会議（以下「基金会議」という。）を置く。 

(1)～(5) 〔省略〕 

２ 基金会議の委員は，次の者で構成する。 

(1) 学長 

(2) 理事 

(3) 副学長 

(4) 事務局長 

(5) 総務部長 

(6) 財務施設部長 

(7) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名 

 

   〔省略〕 

    

（資金管理） 

第１２条 資金管理については，次のとおりとする。 

 (1) 基金に専用の口座を設ける。 

 (2) 会計は，財務施設部財務課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学寄附金取扱規程の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（事務） 

第１２条 寄附金の受入事務は，財務・研究推進部財務課が行う。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

（事務） 

第１２条 寄附金の受入事務は，財務施設部財務課が行う。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学会計規程の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（会計機関） 

第５条 本学の会計機関及びその職位並びに担当する事務の範囲は,別表第１のとお

りとする。 

２～７ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

別表第１（第５条関係）  

会計機関等 職位 事務の範囲 

出 

納 

職 

員 

出納命令役 財務・研究推進部長 

収入又は支出の調査決定に関すること。 

債務者に対する支払の請求に関すること。 

出納役に対する収納命令及び支払命令を

行うこと。 

〔省略〕 〔省略〕 〔省略〕 

〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

（会計機関） 

第５条 本学の会計機関及びその職位並びに担当する事務の範囲は,別表第１のとお

りとする。 

２～７ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

別表第１（第５条関係）  

会計機関等 職位 事務の範囲 

出 

納 

職 

員 

出納命令役 財務施設部長 

収入又は支出の調査決定に関すること。 

債務者に対する支払の請求に関すること。 

出納役に対する収納命令及び支払命令を

行うこと。 

〔省略〕 〔省略〕 〔省略〕 

〔省略〕 
 

 



東京学芸大学有害廃棄物処理施設規程の一部改正について 

 

  改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

 〔省略〕 

 

（処理施設の事務） 

第１１条 処理施設に関する事務は，財務・研究推進部施設課が処理する。 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

 〔省略〕 

 

（処理施設の事務） 

第１１条 処理施設に関する事務は，財務施設部施設課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学学芸の森環境機構規程の一部改正について 

 

  改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

 〔省略〕 

 

（庶務） 

第９条 機構の庶務は，関係部課の協力を得て，財務・研究推進部施設課が処理する

。 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

 〔省略〕 

 

（庶務） 

第９条 機構の庶務は，関係部課の協力を得て，財務施設部施設課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学環境安全委員会規程の一部改正について 

 

  改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

 〔省略〕 

 

（庶務） 

第１２条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て，財務・研究推進部施設課が処

理する。 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

 〔省略〕 

 

（庶務） 

第１２条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て，財務施設部施設課が処理する

。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学施設整備会議規程の一部改正について 

 

  改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（組織） 

第４条 施設整備会議は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 総務を所掌する理事 

(2) 学系長 

(3) 附属学校運営部長 

(4) 事務局長 

(5) 財務・研究推進部長 

 (6) その他学長が委嘱する者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第１１条 施設整備会議の庶務は，関係部課等の協力を得て，財務・研究推進部施設

課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

（組織） 

第４条 施設整備会議は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 総務を所掌する理事 

(2) 学系長 

(3) 附属学校運営部長 

(4) 事務局長 

(5) 財務施設部長 

 (6) その他学長が委嘱する者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第１１条 施設整備会議の庶務は，関係部課等の協力を得て，財務施設部施設課が処

理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学学術情報委員会規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （組織） 

第４条 委員会は，次に掲げる委員で組織する。 

 (1) 附属図書館長（以下「館長」という。） 

 (2) 各学系の教授会構成員から選出された者 各１名 

 (3) 総務部長 

 (4）その他第６条第１項の委員長が必要と認めた者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第１０条 委員会の庶務は，総務部学術情報課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （組織） 

第４条 委員会は，次に掲げる委員で組織する。 

 (1) 附属図書館長（以下「館長」という。） 

 (2) 各学系の教授会構成員から選出された者 各１名 

 (3) 教育研究支援部長 

 (4）その他第６条第１項の委員長が必要と認めた者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第１０条 委員会の庶務は，教育研究支援部が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学リポジトリ規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

 

 （管理運営） 

第４条 リポジトリに関する管理運営は，総務部学術情報課において行うものとす

る。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

 

 （管理運営） 

第４条 リポジトリに関する管理運営は，教育研究支援部学術情報課において行う

ものとする。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学大学史資料室規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （運営委員会） 

第６条 資料室に，資料室の管理運営に関する重要事項を審議するため，運営委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第８条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 

 (1) 室長 

 (2) 東京学芸大学学術情報委員会規程第４条第２号の委員 １名 

 (3) 第４条第１項第２号の室員 ２名 

 (4) 附属学校運営参事 １名 

 (5) 総務部長 

 (6) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名  

 

   〔省略〕 

 

（事務） 

第１５条  委員会及び室員会議に関する事務は，関係部局の協力を得て総務部学術

情報課大学史資料室事務室が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （運営委員会） 

第６条 資料室に，資料室の管理運営に関する重要事項を審議するため，運営委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第８条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 

 (1) 室長 

 (2) 東京学芸大学学術情報委員会規程第４条第２号の委員 １名 

 (3) 第４条第１項第２号の室員 ２名 

 (4) 附属学校運営参事 １名 

 (5) 教育研究支援部長 

 (6) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名  

 

   〔省略〕 

 

（事務） 

第１５条  委員会及び室員会議に関する事務は，関係部局の協力を得て教育研究支

援部大学史資料室事務室が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学ＩＣＴセンター規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （庶務） 

第１６条 運営委員会及び所員会議の庶務は，総務部情報基盤課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （庶務） 

第１６条 運営委員会及び所員会議の庶務は，教育研究支援部情報基盤課が処理す

る。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学環境教育研究センター規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （事務） 

第１４条 センターに関する事務は，財務・研究推進部学系支援課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （事務） 

第１４条 センターに関する事務は，教育研究支援部学系支援課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学次世代教育研究センター規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （庶務） 

第１６条 委員会の庶務は，財務・研究推進部学系支援課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （庶務） 

第１６条 委員会の庶務は，教育研究支援部学系支援課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学理科教員高度支援センター規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （庶務） 

第１３条 委員会の庶務は，財務・研究推進部学系支援課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （庶務） 

第１３条 委員会の庶務は，教育研究支援部学系支援課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学教員養成開発連携センター規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （庶務） 

第１７条 センターの庶務は，関係各部課の協力を得て総務部教育インキュベーシ

ョン推進担当が処理する。 

２ センターに置く部門等の庶務については次のとおりとする。 

 (1) ＩＲ部門（学務部） 

 (2) 研修・交流支援部門（総務部） 

 (3) 先導的実践プログラム部門（総務部及び財務・研究推進部） 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （庶務） 

第１７条 センターの庶務は，関係各部課の協力を得て総務部教育インキュベーシ

ョン推進担当が処理する。 

２ センターに置く部門等の庶務については次のとおりとする。 

 (1) ＩＲ部門（学務部） 

 (2) 研修・交流支援部門（総務部） 

 (3) 先導的実践プログラム部門（教育研究支援部及び総務部） 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学センター機構運営規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （事務） 

第５条 運営会議に関する事務は，関係部課の協力を得て,財務・研究推進部学系支

援課において処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （事務） 

第５条 運営会議に関する事務は，関係部課の協力を得て,教育研究支援部学系支援

課において処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学大学機能強化センター機構規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （事務） 

第６条 センター機構に関する事務は，関係部課の協力を得て,財務・研究推進部学

系支援課において処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （事務） 

第６条 センター機構に関する事務は，関係部課の協力を得て,教育研究支援部学系

支援課において処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学現職教員支援センター機構規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （事務） 

第６条 センター機構に関する事務は，関係部課の協力を得て,財務・研究推進部学

系支援課において処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （事務） 

第６条 センター機構に関する事務は，関係部課の協力を得て,教育研究支援部学系

支援課において処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学現職教員支援センター機構ＥＳＤ／グローバル教育支援センターユニット規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （事務） 

第５条 ユニットに関する事務は，関係部課の協力を得て,学務部国際課及び財務・

研究推進部学系支援課において処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （事務） 

第５条 ユニットに関する事務は，関係部課の協力を得て,学務部国際課及び教育研

究支援部学系支援課において処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学体育施設運営委員会規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （庶務） 

第６条 委員会に関する庶務は，財務・研究推進部学系支援課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （庶務） 

第６条 委員会に関する庶務は，教育研究支援部学系支援課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学選挙規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （庶務） 

第１６条 選挙管理委員会の庶務は，財務・研究推進部学系支援課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （庶務） 

第１６条 選挙管理委員会の庶務は，教育研究支援部学系支援課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学放射性同位元素総合実験施設規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （庶務） 

第１０条 委員会の庶務は，財務・研究推進部学系支援課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （庶務） 

第１０条 委員会の庶務は，教育研究支援部学系支援課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学研究倫理規程の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（研究倫理委員会） 

第３条 第１条の目的を達成するため，本学に東京学芸大学研究倫理委員会（以下「

委員会」という。）を置く。 

 

   〔省略〕 

 

第８条 委員会の庶務は，関係部課の協力を得て，財務・研究推進部研究支援課が

処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（研究倫理委員会） 

第３条 第１条の目的を達成するため，本学に東京学芸大学研究倫理委員会（以下「

委員会」という。）を置く。 

 

   〔省略〕 

 

第８条 委員会の庶務は，関係部課の協力を得て，教育研究支援部研究支援課が処

理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学職務発明規程の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第２１条 この規程に基づく事務処理及び発明審査会議に関する庶務は，関係部課

等の協力を得て財務・研究推進部研究支援課が行う。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第２１条 この規程に基づく事務処理及び発明審査会議に関する庶務は，関係部課

等の協力を得て教育研究支援部研究支援課が行う。 

 

   〔省略〕 

 



東京学芸大学利益相反会議規程の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第４条 利益相反会議は，次の各号に掲げる委員で組織する。 

(1) 研究を所掌する副学長 

(2) 学系長 

(3) 事務局長 

(4) 財務・研究推進部長 

(5) 第６条第１項に定める議長が必要と認めた者 若干名 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、関係部課等の協力を得て財務・研究推進部研究支援課が処

理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第４条 利益相反会議は，次の各号に掲げる委員で組織する。 

(1) 研究を所掌する副学長 

(2) 学系長 

(3) 事務局長 

(4) 教育研究支援部長 

(5) 第６条第１項に定める議長が必要と認めた者 若干名 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、関係部課等の協力を得て教育研究支援部研究支援課が処理

する。 

 

   〔省略〕 

 



東京学芸大学事務情報化推進規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （設置） 

第３条 第１条の目的を達成するため，本学に，事務情報化推進協議会（以下「協

議会」という。）を置く。 

 （組織） 

第４条 協議会は，次の各号に定める者をもって組織する。 

 (1) 事務局長 

  

 (2) 部長 

 (3) 課長 

 (4) 学長室長 

 (5) 監査室長 

  (6) その他事務局長が必要と認めた者  

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第１２条 協議会に関する庶務は，総務部情報基盤課が処理する。 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規則は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （設置） 

第３条 第１条の目的を達成するため，本学に，事務情報化推進協議会（以下「協

議会」という。）を置く。 

 （組織） 

第４条 協議会は，次の各号に定める者をもって組織する。 

 (1) 事務局長 

 (2) 事務局参事役 

 (3) 部長 

 (4) 課長 

 (5) 学長室長 

 (6) 監査室長 

  (7) その他事務局長が必要と認めた者  

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第１２条 協議会に関する庶務は，教育研究支援部情報基盤課が処理する。 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学パソコンリーダー規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （配置部局及び人員） 

第３条 パソコンリーダーの配置部局及び人員は，別表のとおりとする。 

 

   〔省略〕 

 

別表 

パソコンリーダー配置部局及び人員 

パソコンリーダー配置部局 人員 

〔省略〕 

総務部総務課 

総務部人事課 

総務部広報企画課 

総務部附属学校課 

総務部学術情報課 

総務部情報基盤課 

財務・研究推進部財務課 

財務・研究推進部経理課 

財務・研究推進部施設課 

財務・研究推進部研究支援課 

財務・研究推進部学系支援課 

学長室 

監査室 

〔省略〕 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

５ 

１ 

１ 

 

   附 則 

この規則は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （配置部局及び人員） 

第３条 パソコンリーダーの配置部局及び人員は，別表のとおりとする。 

 

   〔省略〕 

 

別表 

パソコンリーダー配置部局及び人員 

パソコンリーダー配置部局 人員 

〔省略〕 

教育研究支援部研究支援課 

教育研究支援部学系支援課 

教育研究支援部学術情報課 

教育研究支援部情報基盤課 

総務部総務課 

総務部人事課 

総務部広報企画課 

総務部附属学校課 

財務施設部財務課 

財務施設部経理課 

財務施設部施設課 

学長室 

監査室 

〔省略〕 

１ 

５ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 
 



東京学芸大学警務員服務規則の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（総則） 

第１条 警務員は，財務・研究推進部財務課長（以下「財務課長」という。）の指揮

監督を受けて，門衛及び巡視の勤務に従事する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規則は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

（総則） 

第１条 警務員は，財務施設部財務課長（以下「財務課長」という。）の指揮監督を

受けて，門衛及び巡視の勤務に従事する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学教職員福利厚生施設使用規則の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（使用の範囲） 

第２条 施設は，次の各号に掲げる場合に使用することができる。 

(1) 東京学芸大学（以下「本学」という。）の職員が職務又は福利厚生のため研修

等を行う場合 

(2) 本学の非常勤講師が講義等のため来学し，宿泊する場合 

(3) 本学に関係のある機関の職員が来学し，宿泊する場合 

(4) その他財務・研究推進部長が特に必要があると認めた者が宿泊する場合 

 

   〔省略〕 

 

（使用の申込み） 

第５条 施設の使用を希望する者（以下「使用者」という。）は，原則として使用す

る日の５日前までに，別に定める東京学芸大学教職員福利厚生施設使用願を財務・

研究推進部財務課に提出し，財務・研究推進部長の許可を受けなければならない。 

 （使用の許可） 

第６条 財務・研究推進部長は，前条の使用願を適当と認めたときは，別に定める東

京学芸大学教職員福利厚生施設使用許可書を交付する。 

 （許可の取消等） 

第７条 財務・研究推進部長は，次の各号の一に該当するときは，前条の使用の許可

を取消し，又は使用を中止させることができる。 

(1) 使用者がこの規則又は許可の条件に違反したとき。 

(2) 本学において，緊急に施設を使用する必要が生じたとき。 

(3) 施設の維持管理上，使用させることができなくなったとき。 

 （使用料等） 

第８条 使用の許可を受けた者は，別に定める使用料及び雑費（以下「使用料等」と

いう。）を財務・研究推進部に納付しなければならない。 

２・３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 

  〔省略〕 

 

（使用の範囲） 

第２条 施設は，次の各号に掲げる場合に使用することができる。 

(1) 東京学芸大学（以下「本学」という。）の職員が職務又は福利厚生のため研修

等を行う場合 

(2) 本学の非常勤講師が講義等のため来学し，宿泊する場合 

(3) 本学に関係のある機関の職員が来学し，宿泊する場合 

(4) その他財務施設部長が特に必要があると認めた者が宿泊する場合 

 

   〔省略〕 

 

（使用の申込み） 

第５条 施設の使用を希望する者（以下「使用者」という。）は，原則として使用す

る日の５日前までに，別に定める東京学芸大学教職員福利厚生施設使用願を財務施

設部財務課に提出し，財務施設部長の許可を受けなければならない。 

 （使用の許可） 

第６条 財務施設部長は，前条の使用願を適当と認めたときは，別に定める東京学芸

大学教職員福利厚生施設使用許可書を交付する。 

 （許可の取消等） 

第７条 財務施設部長は，次の各号の一に該当するときは，前条の使用の許可を取消

し，又は使用を中止させることができる。 

(1) 使用者がこの規則又は許可の条件に違反したとき。 

(2) 本学において，緊急に施設を使用する必要が生じたとき。 

(3) 施設の維持管理上，使用させることができなくなったとき。 

 （使用料等） 

第８条 使用の許可を受けた者は，別に定める使用料及び雑費（以下「使用料等」と

いう。）を財務施設部に納付しなければならない。 

２・３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 



（事務） 

第１１条 施設に関する事務は，財務・研究推進部財務課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規則は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

（事務） 

第１１条 施設に関する事務は，財務施設部財務課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学予算決算及び出納事務取扱規則の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（会計機関の代理等） 

第３条 会計規程第５条第６項に規定する会計機関の分任機関及び代理は，別表第１

のとおり定める。 

２ 会計規程第５条第６項に規定する代行機関及び代行機関が処理する事務の範囲は

，別表第２のとおり定める。 

３ 会計規程第５条第６項に規定する会計機関の補助者及び補助者が処理する事務の

範囲は，別表第３のとおり定める。 

４ 学長は，特に必要があると認めるときは，前項の補助者以外の職員を補助者に命

じ，その事務の一部を処理させることができる。 

 

   〔省略〕 

 

別表第１-1（第３条第１項） 

分任機関の職位及び処理する事務の範囲 

会計機関名 職位 分任機関の職位 分任機関が処理する事務の範囲 

資産管理役 事務局長 学術情報課長 
資産管理役が管理する不動産及び物品

のうち，図書に係る管理事務 

 

別表第１-２（第３条第１項） 

会計機関の代理の職位及び処理する事務の範囲 

会計機関名 職位 
会計機関の代理の

職位 

会計機関の代理が処理する事務

の範囲 

出納命令役 財務・研究推進部長 事務局長 
出納命令役が事故又は不在の場

合の事務を代理すること。 

〔省略〕 

契約担当役 事務局長 財務・研究推進部長 
契約担当役が事故又は不在の場

合の事務を代理すること。 

〔省略〕 

分任資産管理役 学術情報課長 図書館長 
分任資産管理役が事故又は不在

の場合の事務を代理すること。 

 

 

  〔省略〕 

 

（会計機関の代理等） 

第３条 会計規程第５条第６項に規定する会計機関の分任機関及び代理は，別表第１

のとおり定める。 

２ 会計規程第５条第６項に規定する代行機関及び代行機関が処理する事務の範囲は

，別表第２のとおり定める。 

３ 会計規程第５条第６項に規定する会計機関の補助者及び補助者が処理する事務の

範囲は，別表第３のとおり定める。 

４ 学長は，特に必要があると認めるときは，前項の補助者以外の職員を補助者に命

じ，その事務の一部を処理させることができる。 

 

   〔省略〕 

 

別表第１-1（第３条第１項） 

分任機関の職位及び処理する事務の範囲 

会計機関名 職位 分任機関の職位 分任機関が処理する事務の範囲 

資産管理役 事務局長 教育研究支援部長 
資産管理役が管理する不動産及び物品

のうち，図書に係る管理事務 

 

別表第１-２（第３条第１項） 

会計機関の代理の職位及び処理する事務の範囲 

会計機関名 職位 
会計機関の代理の

職位 

会計機関の代理が処理する事務

の範囲 

出納命令役 財務施設部長 事務局長 
出納命令役が事故又は不在の場

合の事務を代理すること。 

〔省略〕 

契約担当役 事務局長 財務施設部長 
契約担当役が事故又は不在の場

合の事務を代理すること。 

〔省略〕 

分任資産管理役 教育研究支援部長 図書館長 
分任資産管理役が事故又は不在

の場合の事務を代理すること。 

 



別表第２-1（第３条第２項） 

代行機関の職位及び処理する事務の範囲  

会計機関名 職位 代行機関の職位 
代行機関が処理する事務の

範囲 

出納命令役 財務・研究推進部長 財務課長 

収入又は支出の原因とな

る行為のうち，随意契約

のできる範囲内のもの及

び収納額又は支払額が定

額となっているものの収

納及び支出に関する事

務，又はこれらに準ずる

ものの収入又は支出に関

する事務 

契約担当役 事務局長 財務・研究推進部長 

契約その他の収入又は支

出の原因となる行為のう

ち，随意契約のできる範

囲内のもの及び収納額又

は支払額が定額となって

いるものの契約に関する

事務，又はこれらに準ず

るものの収入又は支出の

契約に関する事務 

資産管理役 事務局長 財務・研究推進部長 

不動産及び物品の管理に

係る行為のうち，資産管

理（取得価格５０万円以

上の物品）の対象となら

ない物品等の管理に関す

る事務 

 

別表第２-２（３条第２項） 

代理の代行機関の職位及び処理する事務の範囲  

会計機関の代理名 代理の職位 代理の代行機関の職位 
代理の代行機関が処理

する事務の範囲 

出納命令役代理 事務局長 財務課長 

出納命令役代理が事故

又は不在の場合の事務

を代理すること。 

契約担当役代理 財務・研究推進部長 財務課長 

契約担当役代理が事故

又は不在の場合の事務

を代理すること。 

資産管理役代理 学長 財務・研究推進部長 

資産管理役代理が事故

又は不在の場合の事務

を代理すること。 

別表第２-1（第３条第２項） 

代行機関の職位及び処理する事務の範囲  

会計機関名 職位 代行機関の職位 
代行機関が処理する事務の

範囲 

出納命令役 財務施設部長 財務課長 

収入又は支出の原因とな

る行為のうち，随意契約

のできる範囲内のもの及

び収納額又は支払額が定

額となっているものの収

納及び支出に関する事

務，又はこれらに準ずる

ものの収入又は支出に関

する事務 

契約担当役 事務局長 財務施設部長 

契約その他の収入又は支

出の原因となる行為のう

ち，随意契約のできる範

囲内のもの及び収納額又

は支払額が定額となって

いるものの契約に関する

事務，又はこれらに準ず

るものの収入又は支出の

契約に関する事務 

資産管理役 事務局長 財務施設部長 

不動産及び物品の管理に

係る行為のうち，資産管

理（取得価格５０万円以

上の物品）の対象となら

ない物品等の管理に関す

る事務 

 

別表第２-２（３条第２項） 

代理の代行機関の職位及び処理する事務の範囲  

会計機関の代理名 代理の職位 代理の代行機関の職位 
代理の代行機関が処理

する事務の範囲 

出納命令役代理 事務局長 財務課長 

出納命令役代理が事故

又は不在の場合の事務

を代理すること。 

契約担当役代理 財務施設部長 財務課長 

契約担当役代理が事故

又は不在の場合の事務

を代理すること。 

資産管理役代理 学長 財務施設部長 

資産管理役代理が事故

又は不在の場合の事務

を代理すること。 



 

    〔省略〕 

 

別表第３-２(第３条第３項） 

出納役の補助者の職位及び事務の範囲  

部局名 補助者として指定する職位 補助者が処理する事務の範囲 

財務・研究推進部経理課 

管理係長 

(1) 収入金（学納金を除く）に

係る請求書の作成 

(2) 現金現在残高及び預金現在

残高の照合 

収入支出係長 
領収証書の発行及び領収証書の

保管 

 

    〔省略〕 

 

別表第３－６（第３条第３項） 

契約担当役の補助者の職位及び事務の範囲  

部局名 補助者として指定する職位 補助者が処理する事務の範囲 

財務・研究推進部 財務・研究推進部長 
(1)予定価格調書案の作成 

(2)業者の選定 

〔省略〕 

附属図書館 
総務部長 (1)予定価格調書案の作成 

(2)業者の選定 〔省略〕 

〔省略〕 

 

別表第３－７（第３条第３項） 

契約担当役，契約担当役代理及びこれらの者の代行機関の各補助者の事務の範囲 

職位 種別 予定価格長所案の作成 業者の選定 

財務・研究推進部長 

総務部長 

購入・製造・借入 予定価格案が５００万

円を超えるもの 

予定価格案

が５００万

円を超える

もの 

購入・製造・借入以外 

売払・貸付 

売払・貸付以外 

〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 

    〔省略〕 

 

別表第３-２(第３条第３項） 

出納役の補助者の職位及び事務の範囲  

部局名 補助者として指定する職位 補助者が処理する事務の範囲 

財務施設部経理課 

管理係長 

(1) 収入金（学納金を除く）に

係る請求書の作成 

(2) 現金現在残高及び預金現在

残高の照合 

収入支出係長 
領収証書の発行及び領収証書の

保管 

 

    〔省略〕 

 

別表第３－６（第３条第３項） 

契約担当役の補助者の職位及び事務の範囲  

部局名 補助者として指定する職位 補助者が処理する事務の範囲 

財務施設部 財務施設部長 
(1)予定価格調書案の作成 

(2)業者の選定 

〔省略〕 

附属図書館 
教育研究支援部長 (1)予定価格調書案の作成 

(2)業者の選定 〔省略〕 

〔省略〕 

 

別表第３－７（第３条第３項） 

契約担当役，契約担当役代理及びこれらの者の代行機関の各補助者の事務の範囲 

職位 種別 予定価格長所案の作成 業者の選定 

財務施設部長 

教育研究支援部長 

購入・製造・借入 予定価格案が５００万

円を超えるもの 

予定価格案

が５００万

円を超える

もの 

購入・製造・借入以外 

売払・貸付 

売払・貸付以外 

〔省略〕 

 

    〔省略〕 



   附 則 

この規則は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 



国立大学法人東京学芸大学余裕金運用管理規則の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（余裕金の運用管理） 

第９条 役員会は，余裕金の運用管理について統括し，運用管理の権限を有するとと

もに，運用管理の実績についての責務を負う。 

２ 役員会は，委員会が策定した余裕金の運用管理方針について審議し，これを定め

る。 

３ 役員会は，前項に定める余裕金の運用管理方針の範囲内で，財務を所掌する理事

（以下「理事」という。）に業務執行権限を委譲する。 

４ 財務・研究推進部長は理事の監督のもと，余裕金の運用管理の実務を司るものと

し，本規則を遵守するとともに委員会と緊密な連携をはかりつつ実務を行うものと

する。 

５ 財務・研究推進部長は，余裕金の運用管理担当者（以下「担当者」という。）を

財務・研究推進部所属職員のうちから任命し，その任務に当たらせることができる

。 

６ 理事，財務・研究推進部長及び担当者（以下「運用担当役職員」という。）は，

役員会の定めた運用管理方針に基づき，余裕金の運用管理を行うものとする。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この規則は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

（余裕金の運用管理） 

第９条 役員会は，余裕金の運用管理について統括し，運用管理の権限を有するとと

もに，運用管理の実績についての責務を負う。 

２ 役員会は，委員会が策定した余裕金の運用管理方針について審議し，これを定め

る。 

３ 役員会は，前項に定める余裕金の運用管理方針の範囲内で，財務を所掌する理事

（以下「理事」という。）に業務執行権限を委譲する。 

４ 財務施設部長は理事の監督のもと，余裕金の運用管理の実務を司るものとし，本

規則を遵守するとともに委員会と緊密な連携をはかりつつ実務を行うものとする。 

 

５ 財務施設部長は，余裕金の運用管理担当者（以下「担当者」という。）を財務施

設部所属職員のうちから任命し，その任務に当たらせることができる。 

 

６ 理事，財務施設部長及び担当者（以下「運用担当役職員」という。）は，役員会

の定めた運用管理方針に基づき，余裕金の運用管理を行うものとする。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学契約事務取扱規則の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（契約審査委員会） 

第３１条 学長は，次の各号に掲げる者で構成する契約審査委員会（以下「審査委員

会」という。）を置くものとする。ただし，特に必要と認める場合には，その都度

別の者を指定することができる。 

(1) 総務部長 

(2) 財務・研究推進部長 

(3) 施設課長 

２・３ 〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

   附 則 

この規則は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（契約審査委員会） 

第３１条 学長は，次の各号に掲げる者で構成する契約審査委員会（以下「審査委員

会」という。）を置くものとする。ただし，特に必要と認める場合には，その都度

別の者を指定することができる。 

(1) 総務部長 

(2) 財務施設部長 

(3) 施設課長 

２・３ 〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学余裕金運用管理細則の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（余裕金の運用管理） 

第２条 財務・研究推進部長は、年度当初に当該年度における余裕金の運用管理方針

案を作成の上，規則第７条に規定する資金運用管理委員会（以下「委員会」という

。）に提出するものとする。 

２ 規則第９条第５項により財務・研究推進部長が任命した余裕金の運用管理担当者

（以下「担当者」という。）は，余裕金の運用管理状況に係る報告体制を常に整備

しておかなければならない。 

 

   〔省略〕 

 

（余裕金の運用管理に係る口座開設） 

第４条 財務・研究推進部長は，余裕金の運用管理に係る口座を開設する場合は，財

務を所掌する理事の承認を得るものとする。 

２ 〔省略〕 

（金融機関の健全性の把握） 

第５条 担当者は，金融機関の格付情報を年１回以上収集し、等級を確認のうえ財務

・研究推進部長に報告するものとする。 

２ 財務・研究推進部長は，前項の報告を受けた結果，前条に定める金融機関が基準

を満たさない状況又はその懸念がある場合は，直ちに委員会に報告するものとする

。 

３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この細則は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

（余裕金の運用管理） 

第２条 財務施設部長は、年度当初に当該年度における余裕金の運用管理方針案を作

成の上，規則第７条に規定する資金運用管理委員会（以下「委員会」という。）に

提出するものとする。 

２ 規則第９条第５項により財務施設部長が任命した余裕金の運用管理担当者（以下

「担当者」という。）は，余裕金の運用管理状況に係る報告体制を常に整備してお

かなければならない。 

 

   〔省略〕 

 

（余裕金の運用管理に係る口座開設） 

第４条 財務施設部長は，余裕金の運用管理に係る口座を開設する場合は，財務を所

掌する理事の承認を得るものとする。 

２ 〔省略〕 

（金融機関の健全性の把握） 

第５条 担当者は，金融機関の格付情報を年１回以上収集し、等級を確認のうえ財務

施設部長に報告するものとする。 

２ 財務施設部長は，前項の報告を受けた結果，前条に定める金融機関が基準を満た

さない状況又はその懸念がある場合は，直ちに委員会に報告するものとする。 

 

３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学物品管理事務取扱実施細則の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（不用の決定の承認） 

第１７条 資産管理役は，規則第20条の不用の決定をするときは，物品不用決定伺（

別紙様式第６号）によるものとする。 

 （売払の措置請求） 

第１８条 資産管理役は，不用の決定をした物品のうち，売払いをする物品があると

きは，不用物品売払請求書（別紙様式第７号）により，契約担当役に売払いの措置

を請求しなければならない。 

 （解体手続） 

第１９条 資産管理役は，不用の決定をした物品のうち，これを解体することが適切

であると認めるときは，不用物品解体伺（別紙様式第８号）により行うものとする

。 

２ 〔省略〕 

 （廃棄手続） 

第２０条 資産管理役は，不用の決定をした物品を廃棄しようとするときは，不用物

品廃棄伺（別紙様式第９号）により行うものとする。ただし，物品の不用決定後直

ちに廃棄する場合は，この手続きを省略することができるものとする。 

 （発生材の通知及び引渡） 

第２１条 契約担当役は，物品の修理等に伴い発生した物品があるときは，発生材通

知書（別紙様式第10号）により，資産管理役に通知するものとする。 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

別紙様式第６号  

物品不用決定伺        年 月 日 

資産管理役 財務・研究推進部長 経理課長 担当係長 担当係 不用決定承認    年 月 日 

〔省略〕 

 

 

   〔省略〕 

 

（不用の決定の承認） 

第１７条 資産管理役は，規則第20条の不用の決定をするときは，物品不用決定伺（

別紙様式第６号）によるものとする。 

 （売払の措置請求） 

第１８条 資産管理役は，不用の決定をした物品のうち，売払いをする物品があると

きは，不用物品売払請求書（別紙様式第７号）により，契約担当役に売払いの措置

を請求しなければならない。 

 （解体手続） 

第１９条 資産管理役は，不用の決定をした物品のうち，これを解体することが適切

であると認めるときは，不用物品解体伺（別紙様式第８号）により行うものとする

。 

２ 〔省略〕 

 （廃棄手続） 

第２０条 資産管理役は，不用の決定をした物品を廃棄しようとするときは，不用物

品廃棄伺（別紙様式第９号）により行うものとする。ただし，物品の不用決定後直

ちに廃棄する場合は，この手続きを省略することができるものとする。 

 （発生材の通知及び引渡） 

第２１条 契約担当役は，物品の修理等に伴い発生した物品があるときは，発生材通

知書（別紙様式第10号）により，資産管理役に通知するものとする。 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

別紙様式第６号  

物品不用決定伺     平成 年 月 日 

資産管理役 財務施設部長 経理課長 担当係長 担当係 不用決定承認 平成 年 月 日 

〔省略〕 

 



別紙様式第７号 

不用物品売払請求書      年 月 日 

資産管理役 財務・研究推進部長 経理課長 担当係長 担当係 措置通知年月日  年 月 日 

〔省略〕 

 

別紙様式第８号 

不用物品解体伺      年 月 日 

資産管理役 財務・研究推進部長 経理課長 担当係長 担当係 解体年月日  年 月 日 

〔省略〕 

 

別紙様式第９号  

不用物品廃棄伺      年 月 日 

資産管理役 財務・研究推進部長 経理課長 担当係長 担当係 廃棄年月日  年 月 日 

〔省略〕 

 

別紙様式第10号 

発生材通知書 

〔省略〕 

左記の発生材を物品に編入してよろしいか。 

なお，別紙受領書を発行してよろしいか併せて伺います。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 資産管理役 

  財務・研究推進部長 

   経理課長 

    担当係長 

     担当係 

 

  〔省略〕 

 

   附 則 

別紙様式第７号  

不用物品売払請求書      年 月 日 

資産管理役 財務施設部長 経理課長 担当係長 担当係 措置通知年月日  年 月 日 

〔省略〕 

 

別紙様式第８号  

不用物品解体伺      年 月 日 

資産管理役 財務施設部長 経理課長 担当係長 担当係 解体年月日  年 月 日 

〔省略〕 

 

別紙様式第９号  

不用物品廃棄伺      年 月 日 

資産管理役 財務施設部長 経理課長 担当係長 担当係 廃棄年月日  年 月 日 

〔省略〕 

 

別紙様式第10号 

発生材通知書 

〔省略〕 

左記の発生材を物品に編入してよろしいか。 

なお，別紙受領書を発行してよろしいか併せて伺います。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 資産管理役 

  財務施設部長 

   経理課長 

    担当係長 

     担当係 

 

  〔省略〕 

 



この細則は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 



国立大学法人東京学芸大学旅費細則の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（旅費の請求書の様式等） 

第９条 規則第12条第１項に規定する所定の請求書（以下「旅費請求書」という。）

の様式は，次の各号のとおりとする。 

 (1) 内国旅費及び外国旅行の旅費請求書（別紙様式第２） 

 (2) 赴任の旅費及び扶養親族移転料の旅費請求書（別紙様式第３） 

(3) 日額旅費又は在勤地内旅行の旅費請求書（別紙様式第４） 

２ 旅費請求書に必要な書類は，別表に掲げるものとする。 

３ 規則第12条第２項に規定する旅費の精算は，旅費精算請求書（別紙様式第５）に

より行うものとする。 

 

  〔省略〕 

 

別紙様式第２ 

 旅費 
概算 

請求書  
精算 

出納命令役 

  東京学芸大学財務・研究推進部長 殿 
〔省略〕 

〔省略〕 

 

別紙様式第３ 

 旅費 
概算 

請求書  
精算 

出納命令役 

  東京学芸大学財務・研究推進部長 殿 
〔省略〕 

〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（旅費の請求書の様式等） 

第９条 規則第12条第１項に規定する所定の請求書（以下「旅費請求書」という。）

の様式は，次の各号のとおりとする。 

 (1) 内国旅費及び外国旅行の旅費請求書（別紙様式第２） 

 (2) 赴任の旅費及び扶養親族移転料の旅費請求書（別紙様式第３） 

(3) 日額旅費又は在勤地内旅行の旅費請求書（別紙様式第４） 

２ 旅費請求書に必要な書類は，別表に掲げるものとする。 

３ 規則第12条第２項に規定する旅費の精算は，旅費精算請求書（別紙様式第５）に

より行うものとする。 

 

  〔省略〕 

 

別紙様式第２ 

 旅費 
概算 

請求書  
精算 

出納命令役 

  東京学芸大学財務施設部長 殿 
〔省略〕 

〔省略〕 

 

別紙様式第３ 

 旅費 
概算 

請求書  
精算 

出納命令役 

  東京学芸大学財務施設部長 殿 
〔省略〕 

〔省略〕 



 

別紙様式第４ 

 旅費 
概算 

請求書  
精算 

出納命令役 

  東京学芸大学財務・研究推進部長 殿 
〔省略〕 

〔省略〕 

 

別紙様式第５ 

 旅 費 精 算 請 求 書  

出納命令役 

  東京学芸大学財務・研究推進部長 殿 
〔省略〕 

〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この細則は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

別紙様式第４ 

 旅費 
概算 

請求書  
精算 

出納命令役 

  東京学芸大学財務施設部長 殿 
〔省略〕 

〔省略〕 

 

別紙様式第５ 

 旅 費 精 算 請 求 書  

出納命令役 

  東京学芸大学財務施設部長 殿 
〔省略〕 

〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学契約事務取扱細則の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（予定価格調書の作成） 

第５条 補助者は，図面及び仕様書に基づき予定価格調書（別紙様式第１号）を作成

しなければならない。 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（事前伺書） 

第７条 補助者は，一般競争若しくは指名競争に付し，又は随意契約によろうとする

場合には，あらかじめ事前伺書（別紙様式第２号）を作成し，契約担当役等の承認

を得なければならない。 

 

  〔省略〕 

 

別紙様式第１号 

決裁年月日 年 月 日 起案年月日 年 月 日 

事務局長 財務・研究推進部長 財務課長  〔省略〕 

〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

別紙様式第２号の１ 

一般・指名競争入札執行伺 

決裁年月日 年 月 日 起案年月日 年 月 日 

 

   〔省略〕 

 

（予定価格調書の作成） 

第５条 補助者は，図面及び仕様書に基づき予定価格調書（別紙様式第１号）を作成

しなければならない。 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（事前伺書） 

第７条 補助者は，一般競争若しくは指名競争に付し，又は随意契約によろうとする

場合には，あらかじめ事前伺書（別紙様式第２号）を作成し，契約担当役等の承認

を得なければならない。 

 

   〔省略〕 

 

別紙様式第１号 

決裁年月日 平成 年 月 日 起案年月日  平成 年 月 日 

事務局長 財務施設部長 財務課長  〔省略〕 

〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

別紙様式第２号の１ 

一般・指名競争入札執行伺 

決裁年月日 年 月 日 起案年月日 年 月 日 



事務局長 財務・研究推進部長 財務課長 副課長 

財務企画係長 

〔省略〕 

〔省略〕 

 

別紙様式第２号の２ 

随意契約にかかる事前伺書 

決裁年月日 年 月 日 起案年月日 年 月 日 

事務局長 財務・研究推進部長 財務課長 副課長 

財務企画係長 

〔省略〕 

〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この細則は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

事務局長 財務施設部長 財務課長 副課長 

財務企画係長 

〔省略〕 

〔省略〕 

 

別紙様式第２号の２ 

随意契約にかかる事前伺書 

決裁年月日 年 月 日 起案年月日 年 月 日 

事務局長 財務施設部長 財務課長 副課長 

財務企画係長 

〔省略〕 

〔省略〕 

 

    〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編及び学内文書処理業務の見直しに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

１ 学内各部課間の連絡文書（以下「学内文書」という。）の処理は，この要項の定

めるところによる。 

２ 学内文書の処理は，「学内文書の取扱等一覧表」（以下「別表」という。）の「

分類」欄の分類に応じ，「事務処理の内容」欄の〔 〕内の事務につき，「学内文

書の取扱い」欄に掲げる方法によるものとする。 

３ 学内文書処理票は，別紙様式のとおりとする。 

 

 

４ 前３項のほか，学内文書の処理については，国立大学法人東京学芸大学文書処

理規則の関係規定を準用する。 

 

  〔省略〕 

 
学内文書の取扱等一覧表 

番号 分類 事務処理の内容 学内文書の取扱い  備考 

 〔省略〕 

 

（別紙様式） 〔別紙Ｂ参照〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学内各部課間の連絡文書（以下「学内文書」という。）の処理は，この要項の定

めるところによる。 

２ 学内文書の処理は，「学内文書の取扱等一覧表」（以下「別表」という。）の「

分類」欄の分類に応じ，「事務処理の内容」欄の〔 〕内の事務につき，「学内文

書の取扱い」欄に掲げる方法によるものとする。 

３ 学内文書処理票は，様式１のとおりとする。 

４ 学内文書は，別表「交換時の記号番号等」欄に掲げる記号番号等を付し，学内

文書交換表（様式２）に記載・署名して交換する。 

５ 前各項のほか，学内文書の処理については，国立大学法人東京学芸大学文書処

理規則の関係規定を準用する。 

 

  〔省略〕 

 
学内文書の取扱等一覧表 

番号 分類 事務処理の内容 学内文書の取扱い 交換時の記号番号等 備考 

〔省略〕 

 

（様式１） 〔別紙Ａ参照〕 

 

（様式２） 
学内文書交換表 

月日 

送達文書

の文書番

号又は件

名 

発信部

課等 

受信部課等 

〔
省
略
〕 

環
境
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー 

教
育
実
践
研
究
支
援
セ
ン
タ

ー 

留
学
生
セ
ン
タ
ー 

国
際
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー 

教
員
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開

発
研
究
セ
ン
タ
ー 

保
健
管
理
セ
ン
タ
ー 

情
報
処
理
セ
ン
タ
ー 

理
科
教
員
高
度
支
援
セ
ン
タ

ー 

学
生
支
援
セ
ン
タ
ー 

教
員
養
成
開
発
連
携
セ
ン
タ

ー 

放
射
性
同
位
元
素
総
合
実
験

施
設 有

害
廃
棄
物
処
理
施
設 

                
 



 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 



（様式１）                                  〔別紙Ａ〕（現行） 

学 内 文 書 処 理 票 東学芸   第     号 

（件名） 

 

 
 
 
標記のことについて 
 
 
伺（次のとおり 
 
        してよいか） 
 
 
供閲（別紙のとおり） 
 

学 長 
理 事 
(総務・国際担当) 

理 事 
(教育・特命事項担当) 

理 事 
(学生・入試担当) 

理 事 
(財務・労務担当) 

監 事 監 事 

       

副 学 長 
( ) 

部 局 長 事務局参事役 部 長 
課 長 

室 長 
副 課 長 

係 長 

専門職員 

       

(合議） 
 平成   年  月  日決裁 

起 案 者 

 
平成   年  月  日起案 

標記のことについて 
別紙のとおり， 
通知・報告・提出・送付・照会・
依頼（要回答  月  日まで） 
回答・推薦          します。 

（備考） 

 

 

 

（送付先） 
（発信者） 

整 理
番 号 

（発 送）          年      月      日 
              課 
              室        係（   ） 印 

 

 
 
 
標記のことについて 
 
 
伺（次のとおり 
 
             してよいか） 
 
 
供閲（別紙のとおり） 
 

学 長 
理 事 
(総務・国際担当) 

理 事 
(教育・特命事項担当) 

理 事 
(学生・入試担当) 

理 事 
(財務・労務担当) 

監 事 監 事 

       

副 学 長 
( ) 

部 局 長 事務局参事役 部 長 
課 長 

室 長 
副 課 長 

係 長 

専門職員 

       

(合議） 
平成   年  月  日決裁 

起 案 者 
 

平成   年  月  日起案 

標記のことについて 
別紙のとおり， 
通知・報告・提出・送付・照会
・依頼（要回答 月 日まで） 
回答・推薦          します。 

（備考） 

 

 

 

（送付先） 
（発信者） 

整 理
番 号 

（発  送）          年      月      日 
              課 
              室       係（        ） 印 

 

情報公開区分 
文書保存期間 

公開・非公開（秘・部外秘）（    年   月   日まで） 
無期限 ３０年 １０年 ５年 ３年 １年    その他（  年） 

                                   



 （別紙様式）                                 〔別紙Ｂ〕（改正） 

学 内 文 書 処 理 票 東学芸   第     号 

（件名） 

 

 
 
 
標記のことについて 
 
 
伺（次のとおり 
 
        してよいか） 
 
 
供閲（別紙のとおり） 
 

学 長 
理 事 
(総務・国際担当) 

理 事 
(教育・特命事項担当) 

理 事 
(学生・入試担当) 

理 事 
(財務・労務担当) 

監 事 監 事 

       

副 学 長 
( ) 

部 局 長 部 長 
課 長 

室 長 
副 課 長 

係 長 

専門職員 
起 案 者 

       

(合議） 
 平成  年  月  日決裁 

平成  年  月  日起案 

標記のことについて 
別紙のとおり， 
通知・報告・提出・送付・照会・
依頼（要回答  月  日まで） 
回答・推薦          します。 

（備考） 

 

 

 

（送付先） 
（発信者） 

整 理
番 号 

（発 送）          年      月      日 
              課 
              室        係（   ） 印 

 

 
 
 
標記のことについて 
 
 
伺（次のとおり 
 
             してよいか） 
 
 
供閲（別紙のとおり） 
 

学 長 
理 事 
(総務・国際担当) 

理 事 
(教育・特命事項担当) 

理 事 
(学生・入試担当) 

理 事 
(財務・労務担当) 

監 事 監 事 

       

副 学 長 
( ) 

部 局 長 部 長 
課 長 

室 長 
副 課 長 

係 長 

専門職員 
起 案 者 

       

(合議） 
平成  年  月  日決裁 

平成  年  月  日起案 

標記のことについて 
別紙のとおり， 
通知・報告・提出・送付・照会
・依頼（要回答 月 日まで） 
回答・推薦          します。 

（備考） 

 

 

 

（送付先） 
（発信者） 

整 理
番 号 

（発  送）          年      月      日 
              課 
              室       係（        ） 印 

 

情報公開区分 
文書保存期間 

公開・非公開（秘・部外秘）（    年   月   日まで） 
無期限 ３０年 １０年 ５年 ３年 １年    その他（  年） 



東京学芸大学学校図書館運営専門委員会要項の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （組織） 

第４条 専門委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 附属学校運営参事 １名 

(2) 附属学校課長 

(3) 附属学校の司書教諭 若干名 

(4) 附属学校の司書 若干名 

 

(5) 学術情報課長 

(6) 学術情報課学術企画係長 

(7) その他附属学校等を所掌する副学長が必要と認めた者 若干名 

（任期） 

第５条 前条第７号の委員の任期は，附属学校等を所掌する副学長が定めるものと

し，再任を妨げない。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （組織） 

第４条 専門委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 附属学校運営参事 １名 

(2) 附属学校課長 

(3) 附属学校の司書教諭 若干名 

(4) 附属学校の司書 若干名 

(5) 教育研究支援部長 

(6) 学術情報課長 

(7) 学術情報課学術企画係長 

(8) その他附属学校等を所掌する副学長が必要と認めた者 若干名 

（任期） 

第５条 前条第８号の委員の任期は，附属学校等を所掌する副学長が定めるものと

し，再任を妨げない。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学附属図書館報発行要項の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （編集委員会） 

第５条 館報を編集するため，館内に「東京学芸大学附属図書館報編集委員会」を

置く。 

２ 委員会の構成は，次のとおりとする。 

 (1) 附属図書館長（以下「館長」という。） 

 (2) 学術情報委員会から選出された委員 １名 

 (3) 総務部学術情報課長 

 (4) 総務部学術情報課各係から選出された者 各1名  

 (5) 総務部情報基盤課から選出された者 １名 

 (6) その他館長が必要と認めた者 

３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （編集委員会） 

第５条 館報を編集するため，館内に「東京学芸大学附属図書館報編集委員会」を

置く。 

２ 委員会の構成は，次のとおりとする。 

 (1) 附属図書館長（以下「館長」という。） 

 (2) 学術情報委員会から選出された委員 １名 

 (3) 教育研究支援部学術情報課長 

 (4) 教育研究支援部学術情報課各係から選出された者 各1名  

 (5) 教育研究支援部情報基盤課から選出された者 １名 

 (6) その他館長が必要と認めた者 

３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学リポジトリ管理運営要項の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （登録） 

第４条 登録資格者は，リポジトリの登録システムを利用して，成果等を直接登録

することができる。 

２ 登録資格者は，所定の手続きにより，成果等の登録代行を総務部学術情報課に

依頼することができる。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （登録） 

第４条 登録資格者は，リポジトリの登録システムを利用して，成果等を直接登録

することができる。 

２ 登録資格者は，所定の手続きにより，成果等の登録代行を教育研究支援部学術

情報課に依頼することができる。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学教育研究評議会予算専門委員会要項一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 財務を所掌する理事 

(2) 学系長 

(3) 財務・研究推進部長 

(4) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，財務・研究推進部財務課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 財務を所掌する理事 

(2) 学系長 

(3) 財務施設部長 

(4) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，財務施設部財務課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学施設等使用許可事務取扱要項の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（使用の許可） 

第６条 学長は，前条第１項（第２条第１項第９号によるものを除く。）の申請につ

いて適当と認めたときは，別紙２による施設等使用許可書（以下「許可書」という

。）を交付するものとする。 

 

   〔省略〕 

 

別紙２ 

国立大学法人東京学芸大学施設等使用許可書 

 〔省略〕 

別添 

施設等使用の許可条件 

１～12 〔省略〕 

13 使用後は直ちに使用施設を清掃し，使用物件を原状に回復して返還しなければな

らない。また，速やかに財務課管財係（土・日曜，祝日等及び時間外は正門守衛所

）に，使用を終えた旨を申し出ること。 

14 〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

（使用の許可） 

第６条 学長は，前条第１項（第２条第１項第９号によるものを除く。）の申請につ

いて適当と認めたときは，別紙２による施設等使用許可書（以下「許可書」という

。）を交付するものとする。 

 

   〔省略〕 

 

別紙２ 

国立大学法人東京学芸大学施設等使用許可書 

 〔省略〕 

別添 

施設等使用の許可条件 

１～12 〔省略〕 

13 使用後は直ちに使用施設を清掃し，使用物件を原状に回復して返還しなければな

らない。また，速やかに財務施設部財務課管財係（土・日曜，祝日等及び時間外は

正門守衛所）に，使用を終えた旨を申し出ること。 

14 〔省略〕 

 



国立大学法人東京学芸大学宿舎貸与者等の選定等に関する取扱要項の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（希望調書の提出） 

第２ 貸与等を希望する者は，職員宿舎貸与希望調書（別紙様式１）又は職員宿舎入

替希望調書（別紙様式２）を毎年１月末日までに所属の課長，学長室長又は監査室

長（教員にあっては，学系支援課長又は附属学校課長）を経由して，財務課へ提出

しなければならない。ただし，提出期日後に貸与等を希望する事情が生じたときは

，随時これを提出することができる。 

 

   〔省略〕 

 

（貸与予定者等の選定） 

第４ 貸与予定者等の選定は，前項による資料等に基づき，財務・研究推進部長，財

務課長，総務課長，人事課長，学系長及び附属学校運営部長が協議して順位を決定

し，これに基づき行うものとする。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。た

だし，第２の改正規定は，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

（希望調書の提出） 

第２ 貸与等を希望する者は，職員宿舎貸与希望調書（別紙様式１）又は職員宿舎入

替希望調書（別紙様式２）を毎年１月末日までに所属の課長，学長室長又は監査室

長（教員にあっては，教育研究支援課長又は附属学校課長）を経由して，財務課へ

提出しなければならない。ただし，提出期日後に貸与等を希望する事情が生じたと

きは，随時これを提出することができる。 

 

   〔省略〕 

 

（貸与予定者等の選定） 

第４ 貸与予定者等の選定は，前項による資料等に基づき，財務施設部長，財務課長

，総務課長，人事課長，学系長及び附属学校運営部長が協議して順位を決定し，こ

れに基づき行うものとする。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学債権管理事務要項の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（通知義務者） 

第４条 債権の発生，変更又は消滅（以下「債権の発生等」という。）の通知を行う

者（以下「通知義務者」という。）は，別表のとおりとする。 

 

   〔省略〕 

 

別表（第４条関係） 

債権の種類 区分 通知義務者 通知担当課 

〔省略〕 

職員宿舎貸付料債権  財務・研究推進部長 財務課 

〔省略〕 

返納金債権  財務・研究推進部長 経理課 

〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

（通知義務者） 

第４条 債権の発生，変更又は消滅（以下「債権の発生等」という。）の通知を行う

者（以下「通知義務者」という。）は，別表のとおりとする。 

 

   〔省略〕 

 

別表（第４条関係） 

債権の種類 区分 通知義務者 通知担当課 

〔省略〕 

職員宿舎貸付料債権  財務施設部長 財務課 

〔省略〕 

返納金債権  財務施設部長 経理課 

〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学固定資産の減損に係る取扱要項の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編及び字句の整理に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（減損の認識） 

第５条 減損を認識するための判定基準は，前条第２項及び第３項ごとに次に掲げる

場合とする。 

 (1) 前条第２項第１号に該当する場合とは，当該資産の全部又は一部について将来

の使用見込みが想定されていないとき，または当該資産がその使用目的に従った

機能を有していないことが明らかとなったとき。 

 (2) 前条第２項第２号に該当する場合とは，当該資産の残存耐用年数期間内におい

て市場価格の回復の見込みがあると認められないとき，また耐用年数が永久又は

長期間に及ぶ固定資産については，次期中期目標期間内までに市場価格の回復の

見込があると認められないとき。 

 (3) 前条第２項第３号に該当する場合とは，使用しないという決定が当該決定を行

った日の属する事業年度内における一定の日以後使用しないという決定であると

き，また，翌事業年度以降の特定の日以後使用しないという決定を行った場合

は，使用しなくなる日において減損を認識することとし，将来の財務諸表に重要

な影響を及ぼすと認められる場合には，それまでの間当該資産の概要等を注記し

なければならない。 

 (4) 前条第３項に該当する場合とは，複数の固定資産が一体となってサービスを提

供していると判定されたが使用が想定されていないとき 

 

   〔省略〕 

 

（委員会） 

第８条 本学固定資産の減損の認識を判断するため，学内に減損判定委員会（以下「

委員会」という。）を設置するものとする。 

２ 委員会は財務・研究推進部長，財務課長，施設課長及び関係各課長より構成する

ものとし，委員長は財務・研究推進部長とする。 

３ 委員会は毎事業年度の１回に開催するものとし，委員長は必要と認めた場合は臨

 

   〔省略〕 

 

 （減損の認識） 

第５条 減損を認識するための判定基準は，第４の第２項及び第３項ごとに次に掲げ

る場合とする。 

 (1) 第４条の第２項第１号に該当する場合とは，当該資産の全部又は一部について

将来の使用見込みが想定されていないとき，または当該資産がその使用目的に従

った機能を有していないことが明らかとなったとき。 

 (2) 第４条の第２項第２号に該当する場合とは，当該資産の残存耐用年数期間内に

おいて市場価格の回復の見込みがあると認められないとき，また耐用年数が永久

又は長期間に及ぶ固定資産については，次期中期目標期間内までに市場価格の回

復の見込があると認められないとき。 

 (3) 第４条の第２項第３号に該当する場合とは，使用しないという決定が当該決定

を行った日の属する事業年度内における一定の日以後使用しないという決定であ

るとき，また，翌事業年度以降の特定の日以後使用しないという決定を行った場

合は，使用しなくなる日において減損を認識することとし，将来の財務諸表に重

要な影響を及ぼすと認められる場合には，それまでの間当該資産の概要等を注記

しなければならない。 

 (4) 第４条の第３項に該当する場合とは，複数の固定資産が一体となってサービス

を提供していると判定されたが使用が想定されていないとき 

 

   〔省略〕 

 

（委員会） 

第８条 本学固定資産の減損の認識を判断するため，学内に減損判定委員会（以下「

委員会」という。）を設置するものとする。 

２ 委員会は財務施設部長，財務課長，施設課長，及び関係各課長より構成するもの

とし，委員長は財務施設部長とする。 

３ 委員会は毎事業年度の１回に開催するものとし，委員長は必要と認めた場合は臨



時に開催できるものとする。 

４ 第４条で規定する調査の結果に基づき，減損の兆候の有無及び減損の認識につい

て関係部局より事情聴取し，必要と認めた場合には再調査を行うものとする。 

５ 委員会は減損を認識したときは，資産管理役の承認を受けた後，速やかに学長へ

報告するものとし，併せて関係部局に通知するとともに財務・研究推進部に対し減

損の測定及び会計処理について指示を行うものとする。 

６ 委員会の庶務は，財務・研究推進部財務課が行うものとする。 

（財務諸表の作成） 

第９条 減損を認識された固定資産に係る会計処理は，第７条の規定により財務・研

究推進部において処理するものとし，財務諸表上の科目において整理記帳するもの

とする。 

 

  〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

時に開催できるものとする。 

４ 第４条で規定する調査の結果に基づき，減損の兆候の有無及び減損の認識につい

て関係部局より事情聴取し，必要と認めた場合には再調査を行うものとする。 

５ 委員会は減損を認識したときは，資産管理役の承認を受けた後，速やかに学長へ

報告するものとし，併せて関係部局に通知するとともに財務施設部に対し減損の測

定及び会計処理について指示を行うものとする。 

６ 委員会の庶務は，財務施設部財務課が行うものとする。 

（財務諸表の作成） 

第９条 減損を認識された固定資産に係る会計処理は，第７の規定により財務施設部

において処理するものとし，財務諸表上の科目において整理記帳するものとする。 

 

  〔省略〕 

 

 



東京学芸大学自動車入構要項の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（臨時入構証）  

第１０条 臨時入構証は，年間入構証または期限付入構証の交付を受けていない者が

，本学小金井地区に自動車等で臨時に入構する場合（以下「臨時入構」という。）

に交付する。 

第１１条 臨時入構を希望する教職員は，入構時に臨時自動車入構届（別紙様式Ⅲ）

を守衛所に提出し，臨時入構証の交付を受けなければならない。 

 

   〔省略〕 

 

別紙様式Ⅲ 

臨時自動車入構届 

 

平成  年  月  日（  曜日） 

 

学系長・附属学校長・事務局長 殿 

 

 本日、下記の理由により、臨時自動車入構したことを報告いたします。 

 

１ 氏名： 

 

 ２ 勤務形態：     (1) 常勤       (2) 非常勤（特任を含む） 

 

３ 所属：（教員）   (1) 総合教育科学系  (2) 人文社会科学系 

(3) 自然科学系    (4) 芸術･スポーツ科学系 

(5) センター 

(6) 附属学校（学校名：           ） 

 

      （事務職員） (1) 総務部      (2) 財務・研究推進部 

 (3) 学務部       

(4) 学長室      (5) 監査室 

 

  〔省略〕 

 

（臨時入構証）  

第１０条 臨時入構証は，年間入構証または期限付入構証の交付を受けていない者が

，本学小金井地区に自動車等で臨時に入構する場合（以下「臨時入構」という。）

に交付する。 

第１１条 臨時入構を希望する教職員は，入構時に臨時自動車入構届（別紙様式Ⅲ）

を守衛所に提出し，臨時入構証の交付を受けなければならない。 

 

   〔省略〕 

 

別紙様式Ⅲ 

臨時自動車入構届 

 

平成  年  月  日（  曜日） 

 

学系長・附属学校長・事務局長 殿 

 

 本日、下記の理由により、臨時自動車入構したことを報告いたします。 

 

１ 氏名： 

 

 ２ 勤務形態：     (1) 常勤       (2) 非常勤（特任を含む） 

 

３ 所属：（教員）   (1) 総合教育科学系  (2) 人文社会科学系 

(3) 自然科学系    (4) 芸術･スポーツ科学系 

(5) センター 

(6) 附属学校（学校名：           ） 

 

      （事務職員） (1) 総務部      (2) 財務施設部 

 (3) 学務部      (4) 教育研究支援部 

             (5) 学長室      (6)  監査室 



 

(6) 附属学校（学校名：           ） 

 

４ 入構理由： 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

             (7) センター 

(8) 附属学校（学校名：           ） 

 

４ 入構理由： 

 



国立大学法人東京学芸大学資金運用管理委員会要項の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号の掲げる委員をもって組織する。 

(1) 財務を所掌する理事 

(2) 財務・研究推進部長（資金運用実務担当者） 

(3) 財務・研究推進部財務課長 

(4) 総務部総務課長 

(5) 総務部附属学校課長 

 (6) その他学長が指名する者 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は，財務・研究推進部財務課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号の掲げる委員をもって組織する。 

(1) 財務を所掌する理事 

(2) 財務施設部長（資金運用実務担当者） 

(3) 財務施設部財務課長 

(4) 総務部総務課長 

(5) 総務部附属学校課長 

 (6) その他学長が指名する者 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は，財務施設部財務課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学金庫管守要項の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（金庫の所属区分及び管守責任者等） 

第３条 金庫を常に安全かつ確実に管守するため，金庫の所属区分並びに管守責任者

及び代理管守責任者を別表のとおり定める。 

 

  〔省略〕 

 

（事故発見時の措置） 

第７条 管守責任者は，金庫に異常又は事故のあることを発見したときは，速やかに

財務・研究推進部長を経由して，学長に報告しなければならない。 

 

別表 

所   属 管守責任者 代理管守責任者 

財務・研究推進部経理課 収入支出係長 

〔省略〕 総務部学術情報課 情報リテラシー係長 

〔省略〕 

  

〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（金庫の所属区分及び管守責任者等） 

第３条 金庫を常に安全かつ確実に管守するため，金庫の所属区分並びに管守責任者

及び代理管守責任者を別表のとおり定める。 

 

  〔省略〕 

 

（事故発見時の措置） 

第７条 管守責任者は，金庫に異常又は事故のあることを発見したときは，速やかに

財務施設部長を経由して，学長に報告しなければならない。 

 

別表 

所   属 管守責任者 代理管守責任者 

財務施設部経理課 収入支出係長 

〔省略〕 教育研究支援部学術情報課 情報リテラシー係長 

〔省略〕 

  

〔省略〕 

 

 

 



国立大学法人東京学芸大学における特定調達契約相談担当者の職位及び事務の範囲に関する要項の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（職位及び事務の範囲） 

第２条 前条に規定する職員の指定職位及び事務の範囲は，次のとおりとする。  

指 定 職 位 事    務   の   範   囲 

財務・研究推進部経理課長 特定調達契約に関し，苦情の処理に関すること。 

 

  〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（職位及び事務の範囲） 

第２条 前条に規定する職員の指定職位及び事務の範囲は，次のとおりとする。  

指 定 職 位 事    務   の   範   囲 

財務施設部経理課長 特定調達契約に関し，苦情の処理に関すること。 

 

  〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学における指名競争参加者の指名審査委員の職位及び事務の範囲に関する要項の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（職位及び事務の範囲） 

第２ 第１に規定する指名審査委員の指定職位及び事務の範囲は，次のとおりとする

。 

 

  〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

指定職位 事 務 の 範 囲 

財務・研究支援部長 

財務課長 

経理課長 

経理課において執行する

指名競争 

国立大学法人東京学芸大

学会計規程第30条の規定

に基づき，契約事務取扱

規則第23条による競争参

加者の資格を有する者の

うちから競争に参加する

者を指名する場合に契約

担当役に対する意見の表

示を行う。 

財務・研究支援部長 

財務課長 

施設課長 

施設課において執行する

指名競争 

財務・研究推進部長 

総務部長 

学術情報課長 

附属図書館において執行

する指名競争 

 

   〔省略〕 

 

（職位及び事務の範囲） 

第２ 第１に規定する指名審査委員の指定職位及び事務の範囲は，次のとおりとする

。 

 

  〔省略〕 

 

指定職位 事 務 の 範 囲 

財務施設部長 

財務課長 

経理課長 

経理課において執行する

指名競争 

国立大学法人東京学芸大

学会計規程第30条の規定

に基づき，契約事務取扱

規則第23条による競争参

加者の資格を有する者の

うちから競争に参加する

者を指名する場合に契約

担当役に対する意見の表

示を行う。 

財務施設部長 

財務課長 

施設課長 

施設課において執行する

指名競争 

財務施設部長 

教育研究支援部長 

学術情報課長 

附属図書館において執行

する指名競争 

 



国立大学法人東京学芸大学における指名競争参加者の指名審査委員の指定に関する要項の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（職位及び事務の範囲） 

第２条 前条に規定する職員の指定職位及び事務の範囲は，次のとおりとする。 

 

  〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

指定職位 事 務 の 範 囲 

財務・研究推進部長 

財務課長 

経理課長 

経理課において執行する

指名競争 

規則第６条の資格を有す

る者のうちから競争に参

加する者を指名する場合

に契約担当役等に対する

意見の表示 
財務・研究推進部長 

財務課長 

施設課長 

施設課において執行する

指名競争 

財務・研究推進部長 

総務部長 

学術情報課長 

学術情報課において執行

する指名競争 

 

   〔省略〕 

 

（職位及び事務の範囲） 

第２条 前条に規定する職員の指定職位及び事務の範囲は，次のとおりとする。 

 

  〔省略〕 

 

指定職位 事 務 の 範 囲 

財務施設部長 

財務課長 

経理課長 

経理課において執行する

指名競争 

規則第６条の資格を有す

る者のうちから競争に参

加する者を指名する場合

に契約担当役等に対する

意見の表示 
財務施設部長 

財務課長 

施設課長 

施設課において執行する

指名競争 

財務施設部長 

教育研究支援部長 

学術情報課長 

教育研究支援部において

執行する指名競争 

 



国立大学法人東京学芸大学収入金収納事務取扱要項の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

 （収入金仕分集計表の作成） 

第９条 収入役等は，毎月，収入金仕訳集計表（別紙第４号様式）を作成し，出納役

を経て出納命令役に送付しなければならない。 

 

   〔省略〕 

 

別紙第４号様式（第９条関係） 

   平成 年 月 日 

平成 年度      

収入金仕分集計表 

平成 年 月期 

出納命令役 

財務・研究推進部長 
財務課長 財務課副課長  財務企画係長 決算係長 

〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （収入金仕分集計表の作成） 

第９条 収入役等は，毎月，収入金仕訳集計表（別紙第４号様式）を作成し，出納役

を経て出納命令役に送付しなければならない。 

 

   〔省略〕 

 

別紙第４号様式（第９条関係） 

   平成 年 月 日 

平成 年度      

収入金仕分集計表 

平成 年 月期 

出納命令役 

財務施設部長 
財務課長 財務課副課長  財務企画係長 決算係長 

〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学預り金事務取扱要項の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（預り金集計表の作成） 

第７条 主任預り金出納役は，前条第３項の報告に基づき、当該事業年度終了後、預

り金集計表（別紙様式第５号）を作成し，出納命令役に報告しなければならない。 

 

  〔省略〕 

 

別紙様式第１号～第４号 〔省略〕 

 

別紙様式第５号 

平成 年 月 日 

 平 成   年 度 預 り 金  集  計  表 

出納命令役      

財務・研究推進部長 
財務課長 財務課副課長 決算係長 

        

主任預り金出納役 

経 理 課 長 
経理課副課長 収入支出係長 起案者 

        

〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（預り金集計表の作成） 

第７条 主任預り金出納役は，前条第３項の報告に基づき、当該事業年度終了後、預

り金集計表（別紙様式第５号）を作成し，出納命令役に報告しなければならない。 

 

  〔省略〕 

 

別紙様式第１号～第４号 〔省略〕 

 

別紙様式第５号 

平成 年 月 日 

平 成    年 度 預 り 金  集  計  表 

出納命令役      

財務施設部長 
財務課長 財務課副課長 決算係長 

        

主任預り金出納役 

経 理 課 長 
経理課副課長 収入支出係長 起案者 

        

〔省略〕 

 

〔省略〕 

 



国立大学法人東京学芸大学電子入札システム官職証明書取扱要項の一部改正について 

 

  改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（官職証明書の管守） 

第６条 本学に官職証明書を適切に保管する者（以下、「官職証明書管守責任者」と

いう。）を置き，財務・研究推進部長をもって充てる。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

（官職証明書の管守） 

第６条 本学に官職証明書を適切に保管する者（以下、「官職証明書管守責任者」と

いう。）を置き，財務施設部長をもって充てる。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学総合評価審査委員会設置要項の一部改正について 

 

  改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 財務・研究推進部長 

(2) 施設課長 

 (3) 学識経験者等 ２名 

２・３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き，財務・研究推進部長をもって充てる。 

２・３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（委員会の庶務） 

第１１条 委員会の庶務は財務・研究推進部施設課が処理する。 

（雑則） 

第１２条 この要項に定めるもののほか，委員会の運営に必要な事項は別に定める。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

（組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 財務施設部長 

(2) 施設課長 

 (3) 学識経験者等 ２名 

２・３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き，財務施設部長をもって充てる。 

２・３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（委員会の庶務） 

第１１条 委員会の庶務は財務施設部施設課が処理する。 

 （雑則） 

第１２条 この要項に定めるもののほか，委員会の運営に必要な事項は定める。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学PPP/PFI手法導入優先的検討要項の一部改正について 

 

  改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（事務） 

第１２条 優先的検討に関する事務は，財務・研究推進部施設課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

（事務） 

第１２条 優先的検討に関する事務は，財務施設部施設課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学大学教員研究専念制度実施要項の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第１４条 研究専念制度に関する庶務は，財務・研究推進部研究支援課が行う。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第１４条 研究専念制度に関する庶務は，教育研究支援部研究支援課が行う。 

 

   〔省略〕 

 

 



学芸大･みずほＦＧ共同研究プロジェクト設置要項の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第８条 プロジェクトの庶務は，財務・研究推進部研究支援課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第８条 プロジェクトの庶務は，教育研究支援部研究支援課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学大学連携研究設備ネットワーク登録設備利用要項の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （事務） 

第１１条 設備の利用に関する事務は，財務・研究推進部学系支援課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （事務） 

第１１条 設備の利用に関する事務は，教育研究支援部学系支援課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学会計監査人候補者選定委員会要項の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（組織） 

第４条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 総務を所掌する理事 

(2) 部局長会を組織する者のうちから学長が指名する者 

(3) 財務・研究推進部長 

(4) 財務課長 

(5) 施設課長 

 

  〔省略〕 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，財務・研究推進部財務課の協力を得て，監査室が処理する

。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

（組織） 

第４条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 総務を所掌する理事 

(2) 部局長会を組織する者のうちから学長が指名する者 

(3) 財務施設部長 

(4) 財務課長 

(5) 施設課長 

 

  〔省略〕 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，財務施設部財務課の協力を得て，監査室が処理する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学謝金支給基準の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

第３ 学術，文化講演，実験，実習又は研究指導，その他専門技能の提供を依頼した

場合，その者に支払う謝金の額は，別表１，別表２，別表３及び別表４のとおりと

する。 

２ 〔省略〕 

第４ 第３により難い場合の謝金については，その都度財務・研究推進部長に協議す

るものとする。 

 

   〔省略〕 

 

別表１ 
謝金基準単価票 

ＮＯ 種別 単価 備考 所得税の取扱 

〔省略〕 

◎本表は，標準的な単価（上限）を示したものである。執行にあたり，予算額，事業内

容を勘案し，必要に応じて調整することは可能である。 

◎本表により難い場合は，事前に財務・研究支援部長と協議のうえ単価を定めるものと

する。 

◎報酬にかかる居住者の所得税は 10.21％，非居住者（外国に居住している者）は

20.42％である。 

◎報酬の用務に併せて旅費を支出する場合，旅費についても所得税の対象となるので，

謝金事前伺書，旅行命令伺書の上部余白に「旅費有」，「謝金有」と明記すること。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この基準は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

第３ 学術，文化講演，実験，実習又は研究指導，その他専門技能の提供を依頼した

場合，その者に支払う謝金の額は，別表１，別表２，別表３及び別表４のとおりと

する。 

２ 〔省略〕 

第４ 第３により難い場合の謝金については，その都度財務施設部長に協議するもの

とする。 

 

   〔省略〕 

 

別表１ 
謝金基準単価票 

ＮＯ 種別 単価 備考 所得税の取扱 

〔省略〕 

◎本表は，標準的な単価（上限）を示したものである。執行にあたり，予算額，事業内

容を勘案し，必要に応じて調整することは可能である。 

◎本表により難い場合は，事前に財務施設部長と協議のうえ単価を定めるものとする。 

 

◎報酬にかかる居住者の所得税は 10.21％，非居住者（外国に居住している者）は

20.42％である。 

◎報酬の用務に併せて旅費を支出する場合，旅費についても所得税の対象となるので，

謝金事前伺書，旅行命令伺書の上部余白に「旅費有」，「謝金有」と明記すること。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学乗用自動車雇上契約に係るタクシー利用基準の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

第２ タクシー利用券の請求 

(1) タクシーを利用しようとするときは，タクシー利用券請求書（別紙様式第1号

）を財務・研究推進部経理課管理係長（以下｢管理係長｣という。）を経由して経

理課長に請求するものとする。 

(2)・(3) 〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

   附 則 

この基準は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

第２ タクシー利用券の請求 

(1) タクシーを利用しようとするときは，タクシー利用券請求書（別紙様式第1号

）を財務施設部経理課管理係長（以下｢管理係長｣という。）を経由して経理課長

に請求するものとする。 

(2)・(3) 〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学公務外出実費支給基準の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（立替払請求） 

第４ 公務外出者は，公務終了後速やかに公務外出乗車券立替払請求書（別紙様式第

１号から第３号のいずれか）を財源ごとに所属部局の事務係を経由して出納命令役

に提出するものとする。 

２ 〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

別紙様式第１号 

公務外出乗車券立替払請求書 

〔省略〕 

出納命令役 国立大学法人東京学芸大学 財務施・研究推進長 殿 

   下記のとおり請求します 

                     年 月 日 

〔省略〕 

〔省略〕 

 

別紙様式第２号 

公務外出乗車券立替払請求書（附属学校用） 

〔省略〕 

 

これまでの用

務先及び支給

金額（認定区

間を除く） 

出納命令役 国立大学法人東京学芸大学 財務・研究支援部長 殿 

   下記のとおり請求します 

                     年 月 日 

〔省略〕 

〔省略〕 

〔省略〕 

 

別紙様式第３号 

公務外出乗車券立替払請求書（事務系職員用） 

 

   〔省略〕 

 

（立替払請求） 

第４ 公務外出者は，公務終了後速やかに公務外出乗車券立替払請求書（別紙様式第

１号から第３号のいずれか）を財源ごとに所属部局の事務係を経由して出納命令役

に提出するものとする。 

２ 〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

別紙様式第１号 

公務外出乗車券立替払請求書 

〔省略〕 

出納命令役 国立大学法人東京学芸大学 財務施設部長 殿 

   下記のとおり請求します 

                  平成 年 月 日 

〔省略〕 

〔省略〕 

 

別紙様式第２号 

公務外出乗車券立替払請求書（附属学校用） 

〔省略〕 

 

これまでの用

務先及び支給

金額（認定区

間を除く） 

出納命令役 国立大学法人東京学芸大学 財務施設部長 殿 

   下記のとおり請求します 

                  平成 年 月 日 

〔省略〕 

〔省略〕 

〔省略〕 

 

別紙様式第３号 

公務外出乗車券立替払請求書（事務系職員用） 



〔省略〕 

出納命令役 国立大学法人東京学芸大学 財務施・研究推進長 殿 

   下記のとおり請求します 

                     年 月 日 

〔省略〕 

〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

   附 則 

この基準は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

〔省略〕 

出納命令役 国立大学法人東京学芸大学 財務施設部長 殿 

   下記のとおり請求します 

                  平成 年 月 日 

〔省略〕 

〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 

 

 



国立大学法人東京学芸大学会議費支出基準の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（会議費の支出） 

第５ 会議費を支出できる場合は，次の各号に該当する場合とする。 

(1)～(4) 〔省略〕 

(5) 教職員の表彰・慰労に当たり，飲食物を提供することを財務・研究推進部長が

特に必要と認めた場合 

 

  〔省略〕 

 

（支出手続） 

第７ 会議費の支出が必要となる場合は，事前に別紙「会議費支出伺」により経理課

長の承認を受けなければならない。ただし，財務・研究推進部長が特に認める必要

があるものについては，財務・研究推進部長の承認を受けなければならない。 

（その他） 

第８ 本基準の定めにかかわらず，科研費等の外部資金を財源とする場合で，当該財

源の使用ルール等に会議費の取扱いについての明確な記載があり本基準と異なる取

扱いとなっている場合には，当該記載のある部分については当該財源の使用ルール

によるものとする。 

２ アルコール類は，第５(2)の場合において，財務・研究推進部長が特に必要と認

める場合に限り提供できるものとする。 

３ 本基準により難い場合は，その都度，財務・研究推進部長に協議するものとする

。 

 

  〔省略〕 

 

   附 則 

この基準は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（会議費の支出） 

第５ 会議費を支出できる場合は，次の各号に該当する場合とする。 

(1)～(4) 〔省略〕 

(5) 教職員の表彰・慰労に当たり，飲食物を提供することを財務施設部長が特に必

要と認めた場合 

 

  〔省略〕 

 

（支出手続） 

第７ 会議費の支出が必要となる場合は，事前に別紙「会議費支出伺」により経理課

長の承認を受けなければならない。ただし，財務施設部長が特に認める必要がある

ものについては，財務施設部長の承認を受けなければならない。 

（その他） 

第８ 本基準の定めにかかわらず，科研費等の外部資金を財源とする場合で，当該財

源の使用ルール等に会議費の取扱いについての明確な記載があり本基準と異なる取

扱いとなっている場合には，当該記載のある部分については当該財源の使用ルール

によるものとする。 

２ アルコール類は，第５(2)の場合において，財務施設部長が特に必要と認める場

合に限り提供できるものとする。 

３ 本基準により難い場合は，その都度，財務施設部長に協議するものとする。 

 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学事務系職員の弔意に関する申合せの一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

    

（事務担当） 

第４ この申合せを運営するために，次の各号に掲げる事務担当を置く。 

(1) 庶務担当 この申合せを運営する総括事務 

(2) 会計担当 この申合せを運営する会計事務 

(3) 渉外担当 弔意を表す対象者との諸連絡及び弔慰金の請求事務 

(4) 監 事  運営費に係る決算の確認事務 

２ 前項各号の事務担当は，次の各号に掲げる者で構成する。 

(1) 庶務担当 総務部長，総務課長，総務課総務係長 

(2) 会計担当 財務・研究推進部長，経理課長，経理課管理係長 

(3) 渉外担当 各課庶務担当係長 

(4) 監 事  前号の渉外担当が互選した者 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この申合せは、平成 31 年４月 26 日から施行し，平成 31 年４月１日から適用す

る。 

 

 

   〔省略〕 

    

（事務担当） 

第４ この申合せを運営するために，次の各号に掲げる事務担当を置く。 

(1) 庶務担当 この申合せを運営する総括事務 

(2) 会計担当 この申合せを運営する会計事務 

(3) 渉外担当 弔意を表す対象者との諸連絡及び弔慰金の請求事務 

(4) 監 事  運営費に係る決算の確認事務 

２ 前項各号の事務担当は，次の各号に掲げる者で構成する。 

(1) 庶務担当 総務部長，総務課長，総務課総務係長 

(2) 会計担当 財務施設部長，経理課長，経理課管理係長 

(3) 渉外担当 各課庶務担当係長 

(4) 監 事  前号の渉外担当が互選した者 

 

   〔省略〕 

    

 

 



東京学芸大学芸術館運営委員会内規の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

  

 （庶務） 

第７条 委員会に関する庶務は，財務・研究推進部学系支援課（芸術・スポーツ科

学系事務係）が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この内規は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

    

 

   〔省略〕 

  

 （庶務） 

第７条 委員会に関する庶務は，教育研究支援部学系支援課（芸術・スポーツ科学

系事務係）が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



ハイム学芸の集会室の使用に関する内規の一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（使用の許可） 

第４条 管理人は，入居者から適切な使用申込があったときは，使用許可を与えるもの

とする。ただし，会合等の目的等に問題があると思慮される場合は，財務・研究推進

部財務課の判断を求めるものとする。 

２ 学外者等の使用申込は，財務・研究推進部長が使用許可を与えるものとする。ただ

し，第３第２項ただし書に該当するものについては，管理人が使用許可を与えるもの

とする。 

 

   〔省略〕 

 

（表） 

 

（学外者用） 

ハイム学芸集会室使用申込書 

 

平成  年  月  日 

 

東京学芸大学財務・研究推進部長 殿 

 

                    （申込者）氏名          ㊞ 

                    （住 所） 

                    （電 話）    －    － 

 

ハイム学芸の集会室を，下記のとおり使用したいので許可願います。 

  〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（表） 

 

 

   〔省略〕 

 

（使用の許可） 

第４条 管理人は，入居者から適切な使用申込があったときは，使用許可を与えるも

のとする。ただし，会合等の目的等に問題があると思慮される場合は，財務部財務課

の判断を求めるものとする。 

２ 学外者等の使用申込は，財務部長が使用許可を与えるものとする。ただし，第３

第２項ただし書に該当するものについては，管理人が使用許可を与えるものとする。 

 

   〔省略〕 

 

（表） 

 

（学外者用） 

ハイム学芸集会室使用申込書 

 

平成  年  月  日 

 

東京学芸大学財務部長 殿 

 

                    （申込者）氏名          ㊞ 

                    （住 所） 

                    （電 話）    －    － 

 

ハイム学芸の集会室を，下記のとおり使用したいので許可願います。 

  〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（表） 

 

（学外者用） 



（学外者用） 

ハイム学芸集会室使用許可書 

 

平成  年  月  日 

 

 殿 

 

                  東京学芸大学財務・研究推進部長 

（ハイム学芸管理人）       ㊞ 

                     

 

下記のとおり許可します。 

〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

   附 則 

この内規は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

ハイム学芸集会室使用許可書 

 

平成  年  月  日 

 

 殿 

 

                  東京学芸大学財務部長 

（ハイム学芸管理人）       ㊞ 

                     

 

下記のとおり許可します。 

〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

 



東京学芸大学における競争的資金に係る「間接経費」の取扱いについての一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（間接経費の学内配分） 

第２ 間接経費導入の趣旨に則り，本学全体の機能向上や競争的資金を獲得した研究

者の研究開発環境の改善のために，管理部門に係る経費や研究部門にかかる経費と

して，大学・部局が透明性を確保しつつ使用する。 

２ 本学全体の機能向上のために50%，競争的資金を獲得した研究者の所属する部局

の研究開発環境の改善や機能向上のために50%をそれぞれ配分する。 

３ 部局への配分額は，各部局の研究者が獲得した競争的資金に付帯する間接経費の

総額に比例する額とし，財務・研究推進部財務課からの該当部局への通知により行

う。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この取扱いは，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

（間接経費の学内配分） 

第２ 間接経費導入の趣旨に則り，本学全体の機能向上や競争的資金を獲得した研究

者の研究開発環境の改善のために，管理部門に係る経費や研究部門にかかる経費と

して，大学・部局が透明性を確保しつつ使用する。 

２ 本学全体の機能向上のために50%，競争的資金を獲得した研究者の所属する部局

の研究開発環境の改善や機能向上のために50%をそれぞれ配分する。 

３ 部局への配分額は，各部局の研究者が獲得した競争的資金に付帯する間接経費の

総額に比例する額とし，財務施設部財務課からの該当部局への通知により行う。 

 

 

   〔省略〕 

 

 



不用物品の売払等の取扱いの一部改正について 

 

   改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

１ 不用物品売払伺 

 不用決定した物品を一般競争又は指名競争により売払いする場合は，不用物品売払

伺（別紙様式第１号）に仕様書，予定価格調書，入札の公告案（指名競争にあっては

，指名業者一覧表及び指名通知書案）その他関係書類を添付し，契約担当役の承認を

得なければならない。 

 

  〔省略〕 

別紙様式第１号 

不用物品売払伺 

決裁年月日 年 月 日 起案年月日 年 月 日 

契約担当役 財務・研究推進部長 財務課長 副課長 

財務企画係 

〔省略〕 

〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この取扱いは，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

１ 不用物品売払伺 

 不用決定した物品を一般競争又は指名競争により売払いする場合は，不用物品売払

伺（別紙様式第１号）に仕様書，予定価格調書，入札の公告案（指名競争にあっては

，指名業者一覧表及び指名通知書案）その他関係書類を添付し，契約担当役の承認を

得なければならない。 

 

  〔省略〕 

別紙様式第１号 

不用物品売払伺 

決裁年月日 年 月 日 起案年月日 年 月 日 

契約担当役 財務施設部長 財務課長 副課長 

財務企画係 

〔省略〕 

〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 



競争参加資格等審査委員会要領の一部改正について 

 

  改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（組織） 

第４条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 財務・研究推進部長 

(2) 施設課長 

(3) 施設課副課長（企画担当） 

(4) 施設課副課長（整備担当） 

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，財務・研究推進部施設課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この要領は，平成31年４月26日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

 

  〔省略〕 

 

（組織） 

第４条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 財務施設部長 

(2) 施設課長 

(3) 施設課副課長（企画担当） 

(4) 施設課副課長（整備担当） 

 

   〔省略〕 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，財務施設部施設課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

 


